
　
師
走
の
街
中
を

一
層
せ
わ
し
く
さ

せ
た
総
選
挙
も
終

わ
り
、
府
内
の
雰

囲
気
も
ク
リ
ス
マ

ス
や
年
末
へ
向
け

て
動
き
出
し
て
い
る
。
わ
れ
わ

れ
が
願
う
医
療
や
社
会
保
障
を

守
る
方
向
へ
政
治
は
動
く
だ
ろ

う
か
？　
今
回
の
選
挙
、
争
点

は
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
最
悪
の

デ
フ
レ
状
況
下
で
の
消
費
税
大

増
税
で
あ
り
、
医
療
界
や
農
業

分
野
で
の
反
対
の
声
が
大
き

か
っ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参
加
の
是
非
で

あ
り
、
原
発
政
策
も
将
来
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
と
か
ら
ん
で
、
国
民

生
活
を
左
右
す
る
大
き
な
争
点

と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
医
療
界

か
ら
は
高
齢
者
を
巡
る
医
療
制

度
の
在
り
方
や
、
障
害
者
福

祉
、
さ
ら
に
は
非
正
規
雇
用
が

蔓
延
す
る
中
で
の
医
療
費
負

担
、
受
診
抑
制
な
ど
も
関
心
が

高
か
っ
た
。

　
前
回
の
総
選
挙
で
国
民
は
こ

う
し
た
閉
塞
状
況
の
打
開
を
政

権
の
交
代
に
託
し
た
。
こ
れ
に

応
え
る
べ
き
民
主
党
を
中
心
と

し
た
政
権
が
自
ら
の
公
約
や
国

民
の
声
を
裏
切
り
、
消
費
税
引

き
上
げ
、
医
療
・
社
会
保
障
を

切
り
捨
て
る
「
一
体
改
革
」
を

強
行
し
た
末
の
選
挙
で
あ
っ

た
。
新
し
く
で
き
た
政
権
に
は

「
人
命
」
の
上
に
「
経
済
」
を

置
く
愚
か
さ
か
ら
脱
却
し
て
ほ

し
い
。

　
こ
の
間
、
高
速
道
ト
ン
ネ
ル

の
天
井
崩
落
や
、
エ
レ
ベ
ー

タ
ー
に
挟
ま
れ
た
死
亡
事
故
、

と
い
う
に
わ
か
に
信
じ
ら
れ
な

い
報
道
も
あ
っ
た
。
高
度
経
済

成
長
を
う
た
っ
た
時
期
以
降
に

こ
ん
な
世
相
に
な
っ
て
き
た
と

い
う
識
者
の
見
方
も
あ
な
が
ち

間
違
っ
て
い
る
と
は
い
え
な

い
。「
構
造
改
革
」
は
「
人
命
」

を
守
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
作
ら

れ
た「
規
制
」を「
緩
和
」し
、

さ
ら
な
る
経
済
成
長
・
拡
大
路

線
を
追
求
す
る
目
的
で
と
ら
れ

た
国
策
で
あ
っ
た
。
水
質
汚
濁

や
大
気
汚
染
に
代
表
さ
れ
る
法

律
を
緩
和
し
、
経
済
成
長
を
野

放
し
に
す
る
道
が
行
き
着
い
た

の
は
労
働
者
の
権
利
や
賃
金
削

減
、
雇
用
破
壊
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
国
を
再
生
さ
せ
る
処
方

箋
は
、
こ
の
選
挙
で
各
「
政

党
」
か
ら
出
さ
れ
た
。
デ
フ
レ

下
の
消
費
税
増
税
が
引
き
起
こ

す
経
済
・
国
民
生
活
の
大
混
乱

で
死
者
が
出
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
こ
の
増
税
を
実
施

す
る
に
は
、
2
0
1
3
年
秋
の

閣
議
決
定
が
必
要
と
い
う
か
ら

諦
め
る
の
は
ま
だ
早
い
。
地
域

の
患
者
と
と
も
に
命
の
目
線
で

こ
れ
ら
を
監
視
し
、
医
療
者
か

ら
の
提
言
を
積
み
上
げ
て
ゆ
こ

う
。

こ
の
国「
再
生
」へ
の
処
方
箋
を

　
16
日
に
衆

議
院
選
挙
の

投
票
が
行
わ

れ
た
。
解
散

す
る
の
し
な
い
の
と
随
分
長
い

こ
と
言
い
合
い
が
続
い
て
い
た

が
、
暮
れ
の
ギ
リ
ギ
リ
に
な
っ

て
本
当
に
総
選
挙
に
な
ろ
う
と

は
▼
解
散
し
た
あ
と
も
さ
ら
に

ゴ
タ
ゴ
タ
は
続
い
た
。
新
党
が

結
成
さ
れ
、
少
し
ま
と
ま
っ
た

と
は
い
う
も
の
の
、
結
局
12
の

政
党
が
乱
立
し
、
1
5
0
0
人

を
越
え
る
候
補
者
が
名
乗
り
を

上
げ
た
。
最
多
の
数
だ
と
い
う

▼
も
う
誰
が
ど
う
な
ん
だ
か
訳

が
分
か
ら
な
い
。
当
院
前
の
広

報
板
に
は
6
人
の
ポ
ス
タ
ー
が

貼
っ
て
あ
っ
た
が
、こ
の
前
は
民

主
党
だ
っ
た
人
が
違
う
党
か

ら
、
自
民
党
の
市
会
議
員
が
新

党
か
ら
、
全
く
別
の
区
か
ら
来

て
立
候
補
し
た
人
も
あ
っ
た
。

先
日
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

委
員
会
で
は
「
保
険
医
協
会
が

推
薦
す
る
候
補
に
入
れ
る
の
で

教
え
て
も
ら
い
た
い
」と
い
う
意

見
ま
で
出
た
▼
争
点
は
明
確

だ
。
原
発
推
進
か
否
か
、
消
費

増
税
を
認
め
る
か
否
か
、
社
会

保
障
制
度
改
革
推
進
法
を
認
め

る
か
否
か
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
を
認
め
る

か
否
か
。
各
政
党
は
明
確
に
答

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
各

候
補
者
も
○
か
×
か
は
っ
き
り

せ
ざ
る
を
え
な
い
。む
し
ろ
今

ま
で
に
な
く
選
ぶ
の
は
容
易
な

選
挙
だ
っ
た
▼
明
確
な
違
い
を

示
し
国
民
が
正
し
い
選
択
が
で

き
る
よ
う
訴
え
る
の
が
政
党
の

責
任
だ
が
、
前
提
で
あ
る
政
策

一
致
す
ら
不
明
な
ま
ま
で
結
集

し
て
い
る
と
い
う
初
歩
的
な
誤

り
が
政
治
を
分
か
り
に
く
く
し

て
い
る
▼
日
本
の
行
く
末
を
か

け
た
選
挙
。
我
々
の
選
択
の
結

果
は
、
我
々
自
身
で
責
任
を

と
っ
て
い
く
し
か
な
い
。 （
さ
）

　
森
信
氏
は
大
蔵
省
に
入
省
、

主
税
局
で
納
税
者
番
号
制
度
に

携
わ
る
。
退
官
後
は
番
号
制
度

の
検
討
に
携
わ
り
、
番
号
制
度

が
導
入
さ
れ
る
各
国
の
現
地
も

視
察
し
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
大
部

分
の
先
進
諸
国
で
導
入
さ
れ
て

い
る
番
号
制
度
の
活
用
方
法
や

範
囲
を
説
明
。
日
本
で
検
討
さ

れ
て
い
る
社
会
保
障
・
税
番
号

は
、
住
基
ネ
ッ
ト
の
情
報
を
符

号
を
介
し
な
が
ら
社
会
保
障
と

税
に
つ
な
げ
る
と
解
説
。
た
だ

　
協
会
は
12
月
1
日
、
9
月
の「
Ｔ

Ｐ
Ｐ
」に
引
き
続
き
、「
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
」を
テ
ー
マ
に
、会
員
対
象
連
続

講
演
会
を
開
催
し
た
。
推
進
派
・
慎

重
派
双
方
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
の
意

見
を
聞
く
企
画
。今
回
は
、「
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
は
必
要
」と
の
立
場
か

ら
森
信
茂
樹
・
中
央
大
学
法
科
大
学

院
教
授
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
慎

重
・
反
対
」と
の
立
場
か
ら
黑
田
充
・

自
治
体
情
報
政
策
研
究
所
代
表
に
お

話
し
い
た
だ
い
た
。参
加
者
は
25
人
。

し
、
ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
中
心
で
活

用
法
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て

い
な
い
と
現
状
を
紹
介
し
た
。

　
税
務
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
と
は
、
公
平
性
担
保
の
た

め
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
効
率
良
く

行
う
仕
組
み
で
あ
る
。マ
イ
ナ
ン

バ
ー
導
入
に
あ
た
り
給
付
付
き

税
額
控
除
導
入
と
な
る
場
合
、

低
所
得
で
配
当
・
利
子
所
得
が

多
い
と
い
う
人
に
ま
で
給
付
し

て
し
ま
う
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
は
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
と
強
調
し
た
。
一

方
で
制
度
を
導
入
す
る
以
上
、

給
付
付
き
税
額
控
除
や
記
入
済

み
申
告
制
度
等
の
国
民
受
益
政

策
も
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と

提
言
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度

が
厚
生
労
働
省
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
の
下
に
検
討
さ
れ
る
一

方
、
総
務
省
が
国
民
Ｉ
Ｄ
を
検

討
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
。
な

お
か
つ
、
医
療
・
介
護
分
野
の

現
物
給
付
部
分
は
ま
っ
た
く
別

建
て
で
検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
ら
す
べ
て
が
ど
の
よ
う
に
つ

な
が
る
の
か
が
見
え
て
い
な
い

と
述
べ
た
。
社
会
保
障
・
税
分

野
で
番
号
制
度
を
導
入
し
、
使

途
を
拡
大
す
る
際
は
国
会
で
法

律
に
よ
り
一
つ
ひ
と
つ
定
め
る

手
法
を
と
る
な
ど
、
国
民
と
一

緒
に
議
論
を
進
め
る
べ
き
だ
と

訴
え
た
。

　
続
い
て
、
黑
田
氏
が
市
役
所

職
員
と
し
て
税
務
を
担
当
し
て

い
た
経
験
も
踏
ま
え
て
講
演
し

た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
案
は
廃

案
に
な
っ
た
が
、 

民
自
公
は
法

案
の
修
正
を
合
意
し
て
お
り
解

散
さ
え
な
け
れ
ば
成
立
し
て
い

た
可
能
性
も
高
い
。
一
方
で
、

国
民
の
関
心
も
マ
ス
コ
ミ
報
道

も
弱
い
こ
と
が
非
常
に
問
題
だ

人
に
保
障
す
る
と

い
う
が
、
そ
れ
は

給
付
を
行
う
に
ふ

さ
わ
し
い
国
民
か

否
か
の
判
定
に
つ

な
が
り
、
国
民
一

人
ひ
と
り
を
分

類
・
仕
分
け
す
る

監
視
社
会
の
到
来

を
招
く
の
で
は
と

危
機
感
を
示
し
た
。

　
さ
ら
に
は
、ホ
ー

ム
レ
ス
や
Ｄ
Ｖ
被

　
続
く
対
論
で
は
、
森
信
氏
か

ら
黑
田
氏
の
話
は
も
っ
と
も

で
、
特
に
国
民
に
知
ら
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
に
は
同
意
す
る
と

発
言
し
た
上
で
シ
ス
テ
ム
構
想

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
論
点
で

議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
森
信
氏

は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
整

備
だ
け
で
な
く
、
社
会
復
帰
を

促
す
政
策
を
進
め
る
た
め
に

は
、
国
家
が
所
得
を
正
確
に
把

握
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
強

調
。
黑
田
氏
は
、
社
会
保
障
制

度
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
も
と
も

と
多
く
を
役
所
が
押
さ
え
て
い

る
た
め
、
必
要
性
が
な
い
の
で

は
な
い
か
と
述
べ
た
。

　
フ
ロ
ア
か
ら
は
、
現
場
医
療

者
の
感
覚
で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
が
う
ま
く
い
く
と
は
到
底

思
え
な
い
と
の
意
見
や
、
社
会

保
障
に
導
入
さ
れ
れ
ば
、
使
え

な
い
人
・
使
い
方
の
わ
か
ら
な

い
人
が
排
除
さ
れ
る
の
で
は
と

の
危
惧
が
出
さ
れ
た
。

　
最
後
に
会
員
か
ら
、「
そ
も

そ
も
な
ぜ
マ
イ
ン
バ
ー
が
導
入

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え

て
い
る
の
か
。
そ
れ
か
ら
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
問
題
に
つ
い
て
の

見
解
を
教
え
て
ほ
し
い
」
と
質

問
が
出
さ
れ
、
森
信
氏
は
格
差

社
会
・
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
進

行
の
も
と
で
、
新
た
な
政
策

ツ
ー
ル
が
必
要
に
な
る
。
公
正

な
所
得
の
上
に
社
会
保
障
が
成

り
立
つ
べ
き
と
す
れ
ば
、
番
号

制
度
は
必
要
だ
。セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
は
、今
で
さ
え
携
帯

電
話
の
番
号
は
個
人
情
報
保
護

対
象
か
ら
外
れ
、著
し
く
漏
れ

て
い
る
。む
し
ろ
法
律
を
通

し
、
一
層
厳
し
く
管
理
強
化
す

べ
き
と
考
え
る
。

　
一
方
、
黑
田
氏
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
目
的
は
い
か
に
歳
入
を

増
や
し
歳
出
を
減
ら
す
か
に
尽

2012年２月に国会提出されたマイナ
ンバー法案（行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に
関する法律案）は、社会保障・税一体
改革の柱の一つ。一体改革大綱に盛り
込まれた総合合算制度（仮称）や高額
医療・介護合算制度の現物給付化等、
きめ細やかな社会保障給付の実現、正
確な所得把握（それによる税負担）等
に必要な基盤整備と謳われる一方、個
人単位で給付と負担をリンクさせ、必
要な医療・福祉の給付を抑制する、あ
るいは、国民監視システムではないか
と危惧する声もある。法案は、11月
の衆議院解散で廃案となり、国会審議
は選挙後以降の国会に持ち越された格
好である。しかし、解散前に自民・公
明・民主の３党は法案成立に合意した
経過もあり、今後の動向に注目が必要
となっている。

と
指
摘
し
た
。
行
政
が
番
号
を

使
う
こ
と
に
す
べ
て
反
対
で
は

な
い
が
、
な
ぜ
「
共
通
番
号
」

で
な
く
て
は
い
け
な
い
か
。
国

は
真
に
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き

害
者
な
ど
住
民
登
録
が
抹
消
さ

れ
て
い
る
人
々
に
は
番
号
が
つ

か
ず
、
社
会
保
障
ば
か
り
か
就

労
か
ら
も
排
除
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
民
は
生

活
の
各
場
面
で
番
号
を
求
め
ら

れ
る
社
会
の
到
来
を
理
解
し
、

求
め
て
い
る
の
か
と
指
摘
し
た
。

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
不
備
は
両
者
一
致

き
る
。
小
泉
構
造
改
革
の
社
会

保
障
費
削
減
の
議
論
で
番
号
制

度
の
構
想
が
出
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
流
れ
に
今
日
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
議
論
も
あ
る
。
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
は
確
か
に
民
間
で
は
野
放

し
状
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

チ
ェ
ッ
ク
・
監
視
す
る
シ
ス
テ

ム
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
行

政
の
監
視
機
関
を
都
道
府
県
単

位
等
で
作
り
、
資
金
と
権
限
を

与
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

導
入
と
は
無
関
係
に
で
き
る
の

で
は
と
述
べ
た
。

　
閉
会
に
あ
た
り
、
鈴
木
副
理

事
長
は
、
今
日
の
議
論
も
踏
ま

え
、
協
会
と
し
て
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
案
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス

を
決
め
て
い
き
た
い
と
述
べ
、

締
め
く
く
っ
た
。

　
協
会
は

「マイナンバー」で
ほんとに日本は大丈夫？

新
た
な
政
策
ツ
ー
ル
が
必
要

慎重派の黑田氏（左）と推進派の森信氏（右）

目
的
は
社
会
保
障
給
付
の
抑
制

推
進
派

慎
重
派
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メディカルページ http://www.healthnet.jp　保険医専用サイト http://www.hokeni.jp（ユーザー名・パスワードとも kyohoi)　メールアドレス info@hokeni.jp

主な内容

市
の
リ
ハ
ビ
リ
行
政
重
大
な
転
機 

（
2
面
）

京
都
府
と
の
懇
談
詳
報 

（
3
面
）

京
都
市
の
屋
外
広
告
で
説
明
会 

（
4
面
）



リハビリテーション行政の在り方検討専門分科会委員名簿（敬称略）

　
税
理
士
事
務
所
に
源
泉
徴
収

事
務
を
委
託
し
て
い
な
い
医
療

機
関
は
特
に
ご
注
意
い
た
だ
き

た
い
。 

　
（
1
）「
納
期
の
特
例
」
の
承

認
を
受
け
て
い
る
源
泉
徴
収
義

務
者
の
納
期
限
が
、
2
0
1
2

（
平
成
24
）
年
7
月
1
日
以
後

に
支
払
う
べ
き
給
与
等
及
び
退

職
手
当
等
か
ら
変
更
さ
れ
、
翌

年
1
月
20
日
と
な
っ
た
。

　
そ
の
た
め
、
12
（
平
成
24
）

年
7
月
か
ら
12
月
ま
で
の
間
に

支
払
っ
た
給
与
等
及
び
退
職
手

当
か
ら
徴
収
し
た
源
泉
所
得
税

の
納
期
限
は
13
（
平
成
25
）
年

1
月
20
日
と
な
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
に
伴
い
、「
納

期
の
特
例
」
適
用
者
に
か
か
る

「
納
期
限
の
特
例
」
の
制
度
は

廃
止
さ
れ
た
。

　
（
2
）
給
与
所
得
者
の
扶
養

控
除
等
申
告
書
等
の
提
出
を
受

け
た
源
泉
徴
収
義
務
者
は
、
そ

の
申
告
書
等
を
7
年
間
保
存
す

る
こ
と
が
法
令
に
規
定
さ
れ
た
。

　
13
（
平
成
25
）
年
1
月
1
日

以
後
に
提
出
す
べ
き
以
下
の
申

告
書
か
ら
適
用
さ
れ
る
。

　
①
給
与
所
得
者
の
扶
養
控
除

等
申
告
書

　
②
従
た
る
給
与
に
つ
い
て
の

扶
養
控
除
等
申
告
書

　
③
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書

　
④
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控

除
申
告
書

　
⑤
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す

る
申
告
書

　
⑥
給
与
所
得
者
の
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
申
告
書

　
（
3
）
13
（
平
成
25
）
年
1

月
1
日
か
ら
37
（
平
成
49
）
年

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
生
じ
る

所
得
に
つ
い
て
源
泉
徴
収
税
を

徴
収
す
る
際
、
復
興
特
別
所
得

税
を
併
せ
て
徴
収
し
、
源
泉
所

得
税
の
納
期
限
ま
で
に
復
興
特

別
所
得
税
と
源
泉
所
得
税
と
併

せ
て
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
徴
収
す
べ
き
復
興
特
別
所
得

税
の
額
は
、
源
泉
徴
収
す
べ
き

所
得
税
の
額
の
2
・
1
％
相
当

額
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与

に
つ
い
て
は
、
復
興
特
別
所
得

税
を
含
ん
だ
13
（
平
成
25
）
年

分
の
源
泉
徴
収
税
額
表
に
基
づ

い
て
徴
収
す
る
。

　
納
付
の
際
に
は
、
納
期
等
の

区
分
欄
が
「
源
泉
所
得
税
及
び

復
興
特
別
所
得
税
」
と
表
示
さ

れ
た
所
得
税
徴
収
高
計
算
書

（
納
付
書
）
を
使
用
す
る
。

　
な
お
、
住
民
税
も
、
14
（
平

成
26
）年
度
か
ら
23（
平
成
35
）

年
度
ま
で
均
等
割
額
に
1
0
0

0
円
上
乗
せ
さ
れ
る
。

【源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額】
支払い金額×合計税率（％）＝源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
 （１円未満の端数は切り捨て）
　　　　　　　　↓
　　　　　　合計税率（％）＝所得税率（％）×102.1%

所得税率（％） 5 7 10 15 16 18 20

合計税率（％）
（所得税率（％）×102.1％） 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42

源
泉
所
得
税
の
取
扱
が
変
更
に

復
興
財
源
確
保
法
が
施
行

　
し
か
し
、
京
都
新
聞
（
10
月

30
日
・
夕
刊
）
は
「
京
都
市
・

リ
ハ
ビ
リ
業
務
縮
小
へ
」
と
報

じ
、
市
当
局
が
取
材
に
対
し
、

「
リ
ハ
ビ
リ
治
療
を
行
う
民
間

病
院
が
増
え
、
公
的
に
続
け
る

必
要
が
あ
る
の
か
」
と
同
セ
ン

タ
ー
の
従
来
機
能
の
縮
小
方
針

を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
更
生
相
談
所
機
能
の
拡
充

を
図
る
一
方
、「
病
院
の
運
営

や
障
害
者
支
援
施
設
の
民
間
移

管
な
ど
を
含
め
た
見
直
し
」
と

踏
み
込
ん
だ
記
述
さ
え
あ
る

（
実
際
の
諮
問
書
で
は
そ
の
よ

う
な
文
言
は
確
認
で
き
な
い
）。

　
次
回
は
、
1
月
中
旬
ま
で
に

2
回
目
の
会
合
が
持
た
れ
る
と

い
う
。
市
は
論
点
整
理
・
た
た

き
台
を
出
し
た
い
と
述
べ
る
。

市
は
こ
れ
ま
で
も
行
政
改
革
プ

ラ
ン
で
あ
る
「
京
プ
ラ
ン
実
施

計
画
」（
2
0
1
2
年
3
月
）

を
は
じ
め
、
リ
ハ
セ
ン
の
あ
り

方
見
直
し
を
示
唆
し
て
い
た
。

先
の
報
告
書
の
根
底
に
も
、
従

来
機
能
を
縮
小
し
た
い
と
の
意

思
が
感
じ
ら
れ
る
。
今
回
の
分

科
会
は
市
の
「
縮
小
」
方
針
に

対
し
、
出
席
し
た
多
く
の
委
員

か
ら
む
し
ろ
従
来
の
機
能
も
拡

充
し
、
さ
ら
に
総
合
的
な
役
割

を
果
た
し
う
る
セ
ン
タ
ー
に
す

べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
相
次
ぐ

内
容
と
な
っ
た
。
今
後
、
市
が

ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
こ
の

問
題
に
臨
む
の
か
、
協
会
と
し

て
注
視
し
て
い
き
た
い
。
市
は

こ
こ
数
年
、
保
健
所
統
合
・
セ

ン
タ
ー
化
や
京
都
市
急
病
診
療

所
廃
止
等
自
ら
の
保
健
医
療
シ

ス
テ
ム
を
縮
小
し
て
き
た
。
自

治
体
と
し
て
、
市
民
の
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
策
に
ど
の
よ

う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
、

真
摯
な
対
応
が
望
ま
れ
る
。

 

（
文
責
・
協
会
事
務
局
）

リ
ハ
セ
ン
の
社
会
的
役
割
は

終
わ
っ
た
の
か
？

　
あ
る
委
員
か
ら
、
リ
ハ
セ
ン

が
不
採
算
で
あ
る
の
は
今
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
市
の

報
告
書
が
経
済
的
事
由
を
持
ち

出
し
て
い
る
部
分
は
削
除
す
べ

き
。「
身
体
障
害
者
更
生
相
談

所
」
だ
け
を
直
営
で
残
し
、

「
附
属
病
院
」「
障
害
者
支
援
施

設
」「
補
装
具
製
作
施
設
」
を

廃
止
と
の
市
の
方
針
は
理
解
し

　
最
初
に
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、リ
ハ
セ
ン
と
略
称
）の

伊
藤
次
長
よ
り
、
市
職
員
が
ま

と
め
た
「
行
政
内
部
資
料
」
と

し
て
「
京
都
市
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
調
査
研
究
会
報
告
書
〜

今
後
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

行
政
の
あ
り
方
〜
」（
11
年
12

　
諮
問
を
受
け
、
12
月
11
日
に

「
第
1
回
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
行
政
の
在
り
方
検
討
専
門
分

科
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
分
科

市
は
役
割
の
再
構
築
を
強
調

「
業
務
縮
小
」 

を
京
都
新
聞
報
じ
る

医
療
者 

・ 

患
者
の
声
を
受
け
止
め
よ

委
員
か
ら
は
機
能
拡
充
の
声
が
続
出

月
）
が
報
告
さ
れ
た
。

　
報
告
書
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
と
は
単
な
る
機
能
回
復

訓
練
を
指
す
の
で
は
な
く
、
全

人
間
的
復
権
と
定
義
し
た
上

で
、
市
の
リ
ハ
ビ
リ
行
政
が
リ

ハ
セ
ン
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て

き
た
こ
と
。
設
立
時
の
リ
ハ
黎

明
期
に
比
べ
、
担
う
医
療
機
関

や
事
業
所
な
ど
の
社
会
資
源
が

充
実
し
て
き
た
こ
と
。
そ
の
中

で
、
リ
ハ
セ
ン
は
今
や
提
供
機

関
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
状
況

と
断
じ
る
。
総
合
セ
ン
タ
ー
機

能
は
低
下
し
、
厳
し
い
財
政
状

況
の
下
、
公
共
施
設
の
役
割
は

明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
か
ら
市
が
果
た
す
べ
き
公

的
責
任
・
役
割
は
何
か
、
そ
の

中
で
リ
ハ
セ
ン
が
果
た
す
べ
き

役
割
は
何
か
を
再
構
築
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
述
べ
る
。
現

状
と
課
題
と
し
て
は
、「
障
害

者
支
援
施
設
の
利
用
者
数
は
低

位
」「
補
装
具
製
作
実
績
は
少

な
い
」「
市
直
営
で
病
院
を
運

営
す
る
政
策
的
意
義
は
希
薄
」

と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
府
が
高
齢
者
施
策
と

し
て
、
市
が
障
害
者
施
策
と
し

て
地
域
リ
ハ
を
担
う
と
い
う
の

が
、
現
状
の
構
図
。
府
は
二
次

医
療
圏
域
に
地
域
リ
ハ
支
援
セ

ン
タ
ー
を
設
置
（
京
都
市
域
で

は
北
区
の
京
都
地
域
医
療
学
際

研
究
所
附
属
病
院
を
指
定
）し

て
い
る
。こ
れ
に
対
し
、
地
域

リ
ハ
は
高
齢
者
も
障
害
者
も
一

体
的
に
推
進
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
今
後
は
市
が
両
者
の
地
域

リ
ハ
を
推
進
す
る
方
向
で
府
に

提
言
す
る
こ
と
も
視
野
に
と
の

記
述
も
あ
る
。

て
い
る
が
、
社
会
的
役
割
を
終

え
た
か
ら
廃
止
す
る
と
い
う
方

が
市
民
は
納
得
す
る
の
で
は
な

い
か
、
と
の
趣
旨
で
意
見
が
出

さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
市
か
ら
は
報

告
書
は
あ
く
ま
で
行
政
内
部
の

資
料
と
説
明
。
そ
の
上
で
、
発

足
時
か
ら
採
算
を
無
視
し
て
き

た
が
、
様
相
は
変
わ
っ
て
い

る
。
民
間
に
で
き
る
こ
と
は
お

願
い
し
た
い
。
あ
れ
も
こ
れ
も

は
で
き
な
い
と
述
べ
た
。

　
こ
こ
で
会
長
が
、
こ
の
分
科

会
は
市
の
財
政
問
題
を
重
視
し

て
議
論
す
る
場
で
は
な
い
と
指

摘
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
副

会
長
の
発
言
は
、
経
費
の
こ
と

を
前
面
に
出
さ
ず
、
社
会
的
役

割
を
終
え
た
と
い
う
こ
と
を
強

調
す
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
続
い
て
、
副
会
長
は

「
市
民
へ
の
啓
発
」
で
は
な
く

「
市
民
参
画
」の
観
点
が
必
要
と

市
報
告
書
に
意
見
を
述
べ
た
。

　
こ
の
や
り
と
り
を
受
け
、
他

の
委
員
か
ら
、
回
復
期
リ
ハ
に

は
6
カ
月
と
い
う
上
限
が
あ

り
、
と
り
わ
け
介
護
保
険
対
象

に
も
な
ら
な
い
人
に
対
し
て
、

上
限
日
数
経
過
後
ど
う
や
っ
て

リ
ハ
を
保
障
す
る
か
。
地
域
の

医
師
は
リ
ハ
セ
ン
に
そ
う
い
う

重
度
の
方
を
受
け
止
め
て
も

ら
っ
て
い
る
。
リ
ハ
セ
ン
の
役

割
は
終
わ
っ
た
と
い
え
ず
、
む

し
ろ
そ
う
い
う
患
者
を
受
け
入

れ
る
機
能
こ
そ
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

し
て
ほ
し
い
と
の
趣
旨
で
発
言

が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
会
長
か
ら
、
少

数
で
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
人

が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
。
そ
の
人
た
ち
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
行
政
が
考

え
る
べ
き
こ
と
だ
と
思
う
と
の

趣
旨
で
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

京
都
市
は
リ
ハ
セ
ン
を
十

分
に
支
え
て
き
た
の
か
？

　
ま
た
、
委
員
か
ら
は
、
リ
ハ

セ
ン
が
脊
髄
損
傷
の
患
者
を
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
実
情
を
知
っ

て
い
る
か
。
機
能
縮
小
あ
り
き

の
議
論
は
す
べ
き
で
な
い
。
こ

れ
ま
で
職
員
か
ら
市
に
対
し
、

何
の
声
も
な
か
っ
た
の
か
、
と

厳
し
い
意
見
が
当
局
に
対
し
て

出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で

別
の
委
員
か
ら
、
実
際
に
経
営

面
の
数
字
が
悪
く
、
必
ず
し
も

公
立
で
な
く
、
民
間
で
も
で
き

る
と
い
う
観
点
で
の
議
論
を
し

て
は
ど
う
か
と
の
意
見
も
出
さ

れ
た
。

こ
れ
か
ら
の
リ
ハ
セ
ン

　
続
い
て
、
障
害
当
事
者
や
父

母
の
委
員
の
方
々
を
中
心
に
、

今
後
の
リ
ハ
セ
ン
の
構
想
が
相

次
い
で
語
ら
れ
た
。
子
ど
も
た

ち
の
リ
ハ
も
含
め
て
対
応
で
き

る
総
合
的
な
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
に
発
展
さ
せ
て
は
ど
う

か
。
他
の
政
令
市
の
人
た
ち
と

話
し
て
い
る
と
リ
ハ
セ
ン
は
う

ら
や
ま
し
が
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
く
れ
ば
何
と
か
な

る
、
そ
ん
な
施
設
に
な
っ
て
ほ

し
い
。
京
都
市
に
は
こ
ん
な
素

晴
ら
し
い
セ
ン
タ
ー
が
あ
り
、

リ
ハ
ビ
リ
行
政
に
重
大
な
転
機

在
り
方
検
討
専
門
分
科
会
開
く

京都市

希
望
を
も
ら
え

る
、
道
が
ひ
ら

け
る
、
そ
ん
な

セ
ン
タ
ー
に

な
っ
て
ほ
し

い
。
1
8
0
日

を
超
え
て
も
来

る
こ
と
の
で
き

る
施
設
を
目
標

に
し
て
は
ど
う

か
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
が
積
極
的

に
リ
ハ
セ
ン
を

活
用
し
て
い
く

方
向
で
の
発
言

だ
っ
た
。 
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障害福祉 静　津由子 京都精神保健福祉推進家族会連合会理事
障害福祉 日野　　勝 京都市身体障害者団体連合会副会長
障害福祉 藤木　　惠 京都手をつなぐ育成会副会長
老人福祉 山田　幸子 市民公募委員
老人福祉 山田　裕子 同志社大学社会学部教授
老人福祉 山田　尋志 京都市老人福祉施設協議会顧問
臨時委員 上原　春男 京都市地域リハビリテーション協議会会長
臨時委員 久保　俊一 京都府立医科大学教授
臨時委員 武田　康晴 京都華頂大学現代家政学部准教授
臨時委員 冨田　素子 京都博愛会病院リハビリテーション科部長
臨時委員 並河　　茂 京都府理学療法士会会長
臨時委員 真鍋克次郎 京都私立病院協会会長

会
委
員
は
13
年
7
月
13
日
ま
で

の
任
期
で
、
諮
問
に
対
し
て
社

会
福
祉
審
議
会
が
ま
と
め
る
答

申
に
向
け
、
専
門
的
立
場
か
ら

の
検
討
を
行
う
と
い
う
。 

　
同
審
議
会
の
障
害
福
祉
専
門

分
科
会
委
員
か
ら
5
人
、
老
人

福
祉
専
門
分
科
会
委
員
か
ら
3

人
、
特
別
委
員
6
人
が
就
任
。

会
長
に
山
田
裕
子
・
同
志
社
大

学
社
会
学
部
教
授
と
、
副
会
長

に
加
藤
博
史
・
龍
谷
大
学
短
期

大
学
部
教
授
が
選
任
さ
れ
た
。

　
1
9
7
8
年
に
開
設
さ
れ
た

京
都
市
身
体
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
は
、「
身

体
障
害
者
更
生
相
談
所
」「
附

属
病
院
」「
障
害
者
支
援
施
設
」

「
補
装
具
製
作
施
設
」
の
4
施

設
を
有
し
、「
一
貫
性
の
あ
る

総
合
的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

サ
ー
ビ
ス
」（
同
セ
ン
タ
ー
案

内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）
を
実

施
す
る
市
直
営
の
総
合
的
医

療
・
福
祉
施
設
で
あ
る
。

　
市
は
10
月
30
日
、
京
都
市
社

会
福
祉
審
議
会
（
委
員
長
＝
森

洋
一
京
都
府
医
師
会
長
）
宛

に
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
行

政
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く

変
わ
り
つ
つ
あ
る
中
、
同
セ
ン

タ
ー
を
は
じ
め
、
市
の
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
行
政
に
つ
い

て
、
環
境
の
変
化
に
応
じ
た
新

た
な
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
諮
問
し
た
。
諮

問
書
の
限
り
で
は
、「
新
た
な

在
り
方
」
が
何
を
意
味
す
る
か

は
判
然
と
し
な
い
。

ご注意下さい！
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府／ 医療費はあらかじめ目標を定めて都道
府県が管理するようなものではない

　小泉医療制度構造改革により都道府県に策定義務の
課せられた医療費適正化計画は2013年度から第２期に
入る。協会は、同計画は都道府県に医療費抑制目標を
押し付け、その目標に沿う提供体制構築を強いるもの
だと指摘し、国に対して見直しを求めるよう府に求め
ている。
　これに対し、府は医療費適正化計画の名称は使わ
ず、「中期的な医療費の推移に関する見通し」（08年６
月）として策定。本来医療費は自治体が管理するよう
な性質のものでなく、府民の健康長寿を目指す立場か
らの健康づくりや、安心して医療を受けられる医療提
供体制政策の結果として医療費に表れるものだとの認
識を示した。

府／ 調整交付金も活用し、滞納者の実態 
把握を支援

　市町村国保に関する要望のうち、資格証明書交付中
止や「悪質滞納者」への対応策としての、外部委員を
加えた「資格証交付審査会」の設置等に対する府のコ
メントは、資格証はあくまで納付相談に応じず、支払
い能力があるのに納付の意思を示さないなど、やむを
得ない場合に発行すべきものと思っている。市町村に
も同様のスタンスで対応するよう伝えている。交付す
べきか否かの判断にあたっては、滞納者の生活把握が
必要であり、その手段として市町村での税部門や生活
保護部門の連携や、情報共有、資格証交付に関する第
三者委員会等の設置などの事業について、国保の安定
や財政健全化に資する取り組みに対する都道府県特別
調整交付金を活用できることを市町村に紹介している
と述べた。

協会／ いわゆる「無保険者」の把握をどう
進めるのか？

　また、市町村国保の適用対象であるにも関わらずそ
の手続きを行っていない無保険者の実態把握を求めた
ことに対し、府からは、日本の医療保険制度は、誰が
本来加入すべきか、誰が加入手続きをしていないかを
自治体が網羅的に把握する仕組みになっていない。対
策としては、勧奨しかなく、例えば被用者保険からの
離職による脱退者に対する国保加入手続きの勧奨は、
ハローワークや府の設置するジョブカフェなどで、
リーフレット配布やポスター掲示、相談に乗った際の
注意喚起を要請している。他市区町村国保からの転入
については、市町村で連携し、注意喚起する等の取り
組みに努めるよう、今後とも助言していくと述べた。

協会／ 保険料賦課方式についてはどうする
のか？

　協会は、国保における保険料賦課方式について、均
等割等の「応益割」部分の廃止、賦課上限の撤廃、累
進的な所得比例方式への転換を求めている。これに対
し、府は応益：応能＝50：50で、これを賦課するのは
法定事項であり、賦課上限も同様。都道府県レベルで
この原則を崩すことはできない。保険料は、一定所得
以下の方は、応能割は賦課されておらず、応益割も７
割・５割・２割の軽減制度があり、公費を充てる制度
となっている。

府／国庫負担増額は引き続き要求
　また、被保険者の生活圧迫要因になりかねない保険
料引き上げや、一般会計繰入、前年度繰上げ充用を行
わずに済むだけの国庫負担の増額をとの協会要求に対
しては、府も同様の趣旨で、従来から国に対して要望
している。国保の構造的問題は、保険者が義務さえ果
たせば解消する性質のものではなく、高齢化や就業構
造の変化等から不可避的に起こっている。保険者の努
力以前に、ナショナルミニマムとして、国が財政責任
を果たしつつ解消を図るべき、と述べた。

府／患者負担の軽減については国に要望
　協会が提起する当面の窓口負担軽減策（現役年齢＝
２割、乳幼児・義務教育年齢＝無料、高齢者＝１割）
については、具体的割合はともかく、高齢者、低所得
者等、生活実態を踏まえて、窓口負担が過重なものに
ならず、安心して医療を受けることができるよう、国
の財政支援強化を要望している。また、福祉医療制度
を充実させてきたことも紹介された。

府／特定健康診査では国庫負担の改善必要
　市町村が行う独自診査項目の追加に対する国庫補助
の実現や、健診実施率による高齢者支援金の加算・減
算制度の見直し等、特定健康診査に関する要望に対し
ては、国の定める検査項目実施に対する３分の１国庫
負担が現行制度のスキームであり、要望実現は原理的
に困難。本当に必要な項目であれば、国が制度化し、
国庫補助の対象とすべき。むしろ一番の問題と考える
のは、現在国が３分の１負担としている補助単価が、
実勢単価よりも低いことであり、改善を働きかけてい
る。2015年度からの加算・減算制度は、国に対してこ
の間、加減算制度の廃止を要望してきた。現在のとこ
ろ、加算率は0.3％程度と、ごく一部分の加算にとど
まった。国において、影響が大きくないよう考慮され
たのではないかと考えていると述べた。

協会／ 市町村国保「広域化」が地域医療後
退につながらないよう手立てを

　改正国保法が都道府県単位の市町村国保一元化を指
向する一方、府が後期高齢者医療広域連合への参画
や、関連して広域化推進を目指している状況を受け、
協会はそれが国の医療費適正化路線と合致すれば、地
域医療後退につながることを懸念している。ついて
は、府が表明しているとおり国民皆保険制度の堅持方
針と、国庫負担増額を目指すよう求めた。
　これに対し、府は、広域連合への参画については、

まだ市町村と検討をしている段階と説明した上で、い
ずれにしても、国民皆保険制度の堅持方針・制度の安
定的運営という一元化の目的はいささかもぶれること
はないとコメントした。
　また、一元化し、均一の保険料になれば、現在は保
険料が低い市町村で引き上げになることを心配されて
いるが、この問題については、国保法改正に盛り込ま
れた都道府県の調整機能強化、調整交付金増額などを
積極的に活用していきたい。また、原則均一保険料と
なった後期高齢者医療制度の例も参考に、不均一保険
料の検討にも取り組んでいくべきとの考えを示した。

協会／ 京都地方税機構への滞納事案移管の
中止を

　広域連合である京都地方税機構が設立（2009年）さ
れ、市町村国保料の滞納事案が移管されていることに
関し、協会がそれを中止し市町村が親身になって収納
相談を受けるよう求めたのに対しては、税機構への移
管＝市町村の国保窓口が相手にしないということでは
ない。移管後も必要に応じて、国保の側で資格証・短
期証交付などの窓口を開くとともに、税機構の地方事
務所と市町村の国保窓口が意見交換を行い、連携して
進めていると説明した。

府／ 未収問題では「まずは未収金を生まな
い仕組みを」

　また、協会は医療機関窓口での未収金問題の深刻化
に関し、被保険者の療養に要した費用については保険
者が責任を持って支払うべきであり、具体的な制度運
用についての検討を求めたのに対し、府はむしろ未収
金を生まないことが重要であり、その一つの方策が一
部負担減免制度である。府内ほぼすべての市町村が規
程を整備して適用例も増えつつある。府の調整交付金
による財政的なバックアップも構え、本当に必要な人
は減免を受けてもらうことで、未収に至らないことが
重要ではないか、との認識を示した。

推進法・提供体制でも意見交換
　また、懇談では社会保障制度改革推進法の抜本改
正、2013年度からの保健医療計画に関連し、府が医
療・介護・福祉の総合的なビジョンを持った政策にあ
たるよう求めた。これに対し、京都府は推進法につい
て国民会議の議論に地方自治体の意見を反映させたい
とコメント。医療提供体制に関しては医療計画や関連
する介護保険事業支援計画の策定に向けた作業状況等
を説明し、地域医療の困難状況の解決に向け、ＫＭＭ
Ｃ（地域医療支援センター）や地域包括ケア推進機構
を活用していきたいとコメントした。

「地域は公の力を必要としている」
　以上を受けて協会から、医療費適正化計画に対する
府の姿勢を評価し、引き続き医療実態に寄り添い、適
正化強制はおかしいと最後まで主張してほしい。一体
改革における提供体制改革がベッド数削減を進めてい
る中、突き詰めれば府の姿勢は国とぶつかることもあ
るだろうが、地域に根差した医療政策の姿勢を守って
ほしいと求めた。さらに、国は家族同士や地域の助け
合いを強調するが、地域の実態は厳しい。地域は公の
力を必要としていることを理解してほしいと訴えた。

　協会は、知事宛に提出した「国民皆保険制度と地方自治体における医療保障施策のさらなる発展を求
める要望書」（10月16日）の内容に基づき、11月19日に京都府当局と懇談を行った。府からは健康福祉
部から健康福祉総務課・山田副課長、平井副課長、川崎主事、高齢者支援課・生田副課長、医療企画
課・豊福課長、医療課・真下副課長が対応。協会からは垣田・鈴木両副理事長と事務局が出席した。双
方からのあいさつに続いて協会から要望内容の説明し、府から要望に対するコメントがあった。 府担当者に要望書を手渡す垣田副理事長

京都府と協会の懇談会を開催

「府民と医療者は、 府のリーダーシップに大いに期待」

府との懇談であいさつを行う鈴木副理事長
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どの医療機関でも、患者さんに自院の場所を知ってもらうために、建

物の壁や軒先、庭などに看板を出し、より目立つようにアピールしま

すよね。

この看板の表示・設置をするには、事前に許可申請をしなければなり

ません。これは「京都市屋外広告等に関する条例」に基づくもので、

敷地の内外を問わず、道路等から見えるものはすべてこの条例の規制

対象になります。

ただし、医療法に定められた表示については、一部除外される場合が

あります。

説明会開催のご案内
と　き　2013年１月24日（木）   午後２時～４時
ところ　京都府保険医協会・会議室
説明者　京都市　市街地景観課　広告物指導担当課長　則本 和弘氏
申込先　京都府保険医協会（京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル）   電話 075-212-8877　 FAX 075-212-0707

☆席に限りがありますので、必ず事前にお申し込み下さい。
☆    お申し込みいただいた方には、こちらから質問用紙をお送りします。この件についてご質問のある方は事前にFAXでお送り下さい。

京都市内に医療機関を開設するすべての会員が対象です。
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医
療
機
関
側
が
患
者
さ
ん
側

に
対
し
て
、
謝
罪
を
す
る
条
件

は
す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た

が
、
時
に
患
者
さ
ん
側
か
ら

「
謝
罪
を
文
書
で
記
し
て
ほ
し

い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

と
思
い
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、

い
か
に
医
療
行
為
の
結
果
が
深

刻
で
あ
っ
て
も
、
医
療
過
誤
や

賠
償
責
任
の
有
無
が
、
第
三
者

的
に
も
明
白
に
な
っ
て
い
な
い

場
合
は
、
謝
罪
文
を
書
く
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、

謝
罪
と
は
い
か
な
い
ま
で
も
反

省
文
も
同
様
に
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。

　
本
来
な
ら
ば
調
査
を
し
て
か

ら
態
度
を
決
め
る
、
と
い
う
の

の
で
す
が
、
少
し
で
も
患
者
さ

ん
側
の
納
得
を
え
る
た
め
に

は
、
カ
ル
テ
に
基
づ
い
て
医
療

事
故
に
い
た
る
ま
で
に
何
が

あ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
医

療
行
為
が
施
行
さ
れ
た
の
か
、

医
学
的
・
客
観
的
レ
ポ
ー
ト
を

が
医
療
機
関
側
と
し
て
の
通
常

の
姿
勢
な
の
で
す
が
、
そ
う
は

い
っ
て
も
患
者
さ
ん
側
は
、
な

か
な
か
納
得
し
な
い
こ
と
も
容

易
に
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
こ
れ
は
一
つ
の
提
案
と
し

て
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い

作
成
し
て
お
渡
し
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。
そ
の
レ
ポ
ー

ト
に
は
、
決
し
て
主
観
的
な
判

断
を
含
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
あ
く
ま
で
事
実
の
記
載

に
留
め
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
患

者
さ
ん
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
で

一
応
の
納
得
を
さ
れ
る
方
も
い

ま
す
。
納
得
さ
れ
な
い
場
合

は
、
何
度
も
い
う
よ
う
に
医
療

機
関
側
と
し
て
、
毅
然
と
し
た

態
度
が
必
要
で
す
。

　
次
に
、
医
療
過
誤
が
明
白
な

場
合
で
す
が
、
実
を
い
い
ま
す

と
、
そ
の
状
況
で
あ
っ
て
も
謝

意
を
文
書
化
す
る
こ
と
は
あ
ま

り
お
勧
め
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
文
書
を
患
者
さ

ん
側
が
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る

か
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
す
。

い
わ
ゆ
る
「
文
書
の
一
人
歩

き
」
も
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ

ん
。
医
療
過
誤
を
認
め
る
こ
と

と
、
そ
れ
を
文
書
に
表
す
こ
と

は
、
実
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
等

し
い
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
口
頭
で
で

き
る
限
り
の
誠
意
あ
る
謝
罪
は

す
べ
き
で
す
が
、
文
書
化
と
い

う
点
で
は
、
示
談
書
を
作
成
す

る
こ
と
を
患
者
さ
ん
側
に
伝
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
納
得
を
え

る
方
法
も
あ
る
と
思
わ
れ
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
医
療

機
関
側
と
し
て
は
、
基
本
的
に

は
安
易
に
文
書
を
渡
さ
な
い
こ

と
が
肝
要
で
す
。

　
次
回
は
、
激
怒
す
る
患
者
さ

ん
へ
の
対
応
の
心
構
え
に
つ
い

て
お
話
し
し
ま
す
。

　
Ｑ
、
保
険
調
剤
薬
局
の
薬
剤

師
に
対
し
て
、
在
宅
患
者
へ
の

在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導

を
依
頼
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う

な
文
書
を
用
い
て
依
頼
を
し
ま

す
か
。
当
該
患
者
の
院
外
処
方

せ
ん
に
何
か
記
述
す
る
必
要
は

あ
り
ま
す
か
。

　
Ａ
、
診
療
情
報
提
供
書
に
よ

り
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
、
診
療
情
報
提

供
料
Ⅰ
（
2
5
0
点
）
の
算

定
が
可
能
で
す
。
院
外
処
方
せ

ん
に
は
、
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤

管
理
指
導
に
つ
い
て
、
特
に
記

述
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
で
連
載

し
た
、「
シ
リ
ー
ズ
・
で
き
て

い
ま
す
か
？　
必
要
な
院
内
掲

示（
診
療
所
編
）」
で
は
、
必
要

な
院
内
掲
示
事
項
の
解
説
と
と

も
に
、
掲
示
内
容
の
ひ
な
形
を

掲
載
し
た
。
ひ
な
形
は
Ｐ
Ｄ
Ｆ

と
Ｗ
o
r
d
フ
ァ
イ
ル
で
も
作

成
し
、
保
険
医
専
用
サ
イ
ト

（w
w
w
.hokeni.jp　

Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
と
も
にkyohoi

）

に
ア
ッ
プ
し
て
い
る
が
、
そ
れ

を
こ
の
ほ
ど
Ｃ
Ｄ-
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に

ま
と
め
た
（
定
価
5
5
0
0

円
、
会
員
特
別
価
格
1
0
0
0

　
「
世
界
が
反
対
し
た
ベ
ト
ナ
ム

戦
争
も
、
多
く
の
市
民
が
そ
の
犠

牲
に
な
り
続
け
た
イ
ラ
ク
戦
争

も
、
い
ず
れ
も
集
団
的
自
衛
権
の

名
の
下
に
行
わ
れ
た
」

　
①
集
団
的
安
全
保
障
＝
国
連
憲

章
に
基
づ
き
、
武
力
行
使
禁
止
を

原
則
と
し
た
う
え
で
、
平
和
に
対

す
る
脅
威
・
平
和
の
破
壊
及
び
侵

自
国
は
直
接
攻
撃
さ
れ
な
く
と

も
、
自
国
へ
の
攻
撃
と
「
見
な
し

て
」、
そ
れ
に
対
し
て
武
力
行
使

を
す
る
権
利
（
権
利
？
）。

　
政
府
見
解
は
自
衛
権
を
逸
脱
し

て
い
て
憲
法
違
反
と
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
従
来
の
見
解

を
国
の
防
衛
や
同
盟
の
維
持
に
支

障
が
あ
る
と
し
て
変
更
す
る
動
き

が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
動
き
は
「
地
域
や
国
際
社

会
の
懸
念
事
項
」
と
し
て
中
国
を

強
く
意
識
し
た
も
の
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
こ
と
さ
ら
強
調
し
た
も
の

に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
の

Ｇ
Ｄ
Ｐ
や
軍
事
力
が
米
国
に
近
づ

き
、
軍
事
費
は
日
本
の
10
倍
に
達

す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
日

と
実
際
の
軍
事
行
動
を
起
こ
す
こ

と
に
は
違
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

日
本
、
米
国
、
ア
ジ
ア
の
現
実
を

見
れ
ば
、
中
国
軍
事
大
国
化
か
ら

中
国
が
日
本
に
軍
事
行
動
を
起
こ

す
＝
日
本
を
占
領
す
る
と
考
え
る

の
も
短
絡
的
で
す
（
尖
閣
諸
島
な

ど
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ

改
め
て
検
討
し
た
い
と
思
っ
て
い

本
の
取
り
う
る
軍
事
的
選
択
は
相

対
的
に
大
き
い
と
は
い
え
ま
せ

ん
。
現
在
の
米
国
識
者
の
意
識
調

査
で
は
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国

の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
中
国
と
す
る
も

の
が
60
％
近
く
を
占
め
、
日
本
は

40
％
以
下
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日

本
と
米
国
の
長
期
的
な
利
益
は
違

い
ま
す
。「
日
米
安
保
の
適
応
」

再
び
集
団
的
自
衛
権
に
つい
て ま

す
）。

　
日
中
双
方
の
経
済
そ
の
他
の
相

互
関
係
の
強
化
は
、
そ
れ
が
失
わ

れ
た
と
き
双
方
に
大
き
な
リ
ス
ク

と
な
る
ゆ
え
に
、
関
係
強
化
に
繋

が
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
中

国
を
冷
徹
な
目
で
よ
く
知
る
こ

と
、
日
本
以
上
に
中
国
の
大
国
化

に
敏
感
な
ア
ジ
ア
の
国
々
と
の
関

略
行
為
に
対
し
、
安
全

保
障
理
事
会
決
定
に
よ

り
国
連
の
名
に
お
い
て

実
施
さ
れ
る
武
力
行

使
。
②
個
別
的
自
衛
権

＝
自
国
へ
の
武
力
攻
撃
が
「
現
実

に
」
発
生
し
た
場
合
で
、
①
が
発

動
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
み
、
自
国

を
自
衛
す
る
範
囲
に
限
定
し
て
武

力
を
行
使
す
る
権
利
。
日
本
政
府

は
こ
れ
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の

行
使
を
厳
し
く
制
限
。
③
集
団
的

自
衛
権
＝
自
国
と
密
接
な
関
係
に

あ
る
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
を
、

係
強
化
や
、
国
連
な
ど

多
国
間
の
関
係
の
強

化
・
活
用
を
通
じ
て
、

米
国
一
辺
倒
を
見
直
し

中
国
に
対
処
す
る
努
力

が
大
切
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し

て
そ
れ
に
は
集
団
的
自
衛
権
を
含

む
憲
法
改
正
な
ど
が
必
要
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
地
域
や
国
際
社
会
の
懸
念
事
項
」

に
、
現
憲
法
の
理
念
で
対
処
す
る

べ
き
で
す
（
こ
れ
ま
で
の
連
載
記

事
と
一
部
重
複
し
て
い
ま
す
）。

 

（
政
策
部
会
理
事
・
飯
田 

哲
夫
）

在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管
理
指
導
の
依
頼
に
つ
い
て

　
必
要
な
院
内
掲
示
に
つ
い
て

は
、
各
種
規
定
に
そ
れ
ぞ
れ
記

載
が
な
さ
れ
て
お
り
、
一
度
に

そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　
是
非
こ
の
機
会
に
、
こ
の
Ｃ

Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
＆
縮
刷
版
を
ご
利

用
い
た
だ
き
、
院
内
の
掲
示
事

項
の
整
備
に
お
役
立
て
い
た
だ

き
た
い
。　

　
お
問
い
合
せ
は
、
京
都
府
保

険
医
協
会
保
険
部
会
ま
で
（
☎

0
7
5
・
2
1
2
・
8
8
7
7

（
代
表
））

院内掲示ひな形集
（診療所版）

CD-ROMを作成！

円　
い
ず
れ
も

税
込
・
送
料

別
）。

　
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ

Ｍ
に
は
、
グ

リ
ー
ン
ペ
ー

パ
ー
で
連
載
し

た
全
9
回
の
内

容
も
縮
刷
版
と

し
て
セ
ッ
ト
し

て
お
り
、
内
容

の
確
認
に
大
変

便
利
。

定価 5,500円（税込 ・ 送料別）
会員特別価格 1,000円（税込 ・ 送料別）

「
謝
罪
文
を
書
い
て
ほ
し
い
」 

と

言
わ
れ
た
ら

左 京 医 師 会 2013年
１月12日（土） 午後２時30分～  京都ホテルオークラ

綾部・福知山医師会 ２月２日（土） 午後４時～
 （懇親会 午後６時～）

下京西部医師会 ２月７日（木） 午後２時30分～  下京西部医師会事務所

西 京 医 師 会 ２月15日（金） 午後２時～  京都エミナース

綴 喜 医 師 会 ２月16日（土） 午後２時30分～  新田辺駅前C IKビル

山 科 医 師 会 ２月21日（木） 午後２時～  山科医師会診療センター

相 楽 医 師 会 ２月23日（土） 午後５時～  ホテルフジタ奈良
 （懇親会 午後６時30分～）

　2012年度　 地区医師会との懇談会のご案内

第184回定時代議員会

　京都府保険医協会は第184回定時代議員会を開催します。代議員の方はぜひ
ご出席下さい。
　代議員が欠席の場合は、予備代議員の出席をお願いします。
　また、京都府保険医協会議事規定第４章第21条により、代議員が議案を提
出される場合は、同規定に定められた手続きでご提出下さい。議案書は代議
員会開催前に先生のお手元に届くよう準備中です。
日　時 2013年 1 月31日 （木）
 午後２時15分～４時
場　所 メルパルク京都 5 F「京極」
議　題 ①2012年度上半期活動報告
 ②2012年度下半期重点活動計画
 ③決議採択、等

Ｎ

JR京都駅

七条通

塩小路通

至 大阪 至 東京

京都タワー
ホテル

京都中央
郵便局

京都
センチュリー
ホテル

京都第2
タワーホテル

タクシー
のりば

駅前ロータリー

烏
丸
通

東
洞
院
通メルパルク京都

　まだお手元に測定したカプセルがある場
合は、同封の返信用封筒で協会までご返送
ください。測定結果につきましては、２月
頃に測定者にお知らせする予定です。

2012年度ＮＯ2測定のご協力を
ありがとうございました。

福知山市民中央保健福祉
センター集団指導室

2 0 1 2 年 (平成 2 4 年) 1 2 月 2 0 日 第 2 8 4 2 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行



京
都
実
地
医
家
の
会

 

第
1
0
0
回
例
会  

　
日
　
時　
13
年
2
月
2
日

（
土
）
午
後
4
時
10
分
〜
7
時

10
分

　
場
　
所　
ホ
テ
ル
日
航
プ
リ

ン
セ
ス
京
都
3
Ｆ「
ヴ
ィ
オ
ラ
」

　
特
別
講
演　
①
「
消
化
管
疾

患
の
時
代
変
遷
と
今
後
の
展
望

―
カ
プ
セ
ル
内
視
鏡
も
含
め

て
」
樋
口
和
秀
氏
（
大
阪
医
科

大
学
第
二
内
科
教
授
）

②
「
胆
管
癌
の
診
断
と
治
療
の

動
き
」二
村
雄
次
氏（
愛
知
県
が

ん
セ
ン
タ
ー
名
誉
総
長
）

　
共
　
催　
京
都
実
地
医
家
の

会
（
連
絡
先
☎
0
7
5
・
9
5

1
・
1
5
0
8 

鈴
木
医
院
）、

ア
ス
ト
ラ
ゼ
ネ
カ
株
式
会
社
、

第
一
三
共
株
式
会
社

　
※
会
員
以
外
の
先
生
方
の
ご

参
加
を
歓
迎
し
ま
す
。
当
日
会

費
1
0
0
0
円
、
情
報
交
換
会

費
な
し
（
当
会
入
会
金
1
0
0

0
円
、
年
会
費
不
要
）。

　
医
療
廃
棄
物
に
関
す
る
セ
ミ

ナ
ー「
知
っ
て
得
す
る
、
知
ら

な
い
と
怖
い
医
療
系
廃
棄
物
の

管
理
」
を
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会

社
で
あ
る
株
式
会
社
エ
コ
ロ

ジ
ー
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の
中

島
智
之
氏
を
講
師
に
、
11
月
29

日
に
開
催
し
た
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
は
医
療
系
廃
棄

物
の
管
理
対
策
の
重
要
性
を
中

心
に
、
不
法
投
棄
の
現
状
を
踏

ま
え
、
廃
棄
物
の
処
理
か
ら
見

る
①
排
出
事
業
者
（
医
療
機

関
）
責
任
、
②
廃
棄
物
の
定

義
、
③
保
管
基
準
、
④
廃
棄
物

委
託
基
準
、
⑤
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

制
度
に
つ
い
て
解
説
し
た
。
廃

棄
物
に
関
す
る
心
構
え
と
し
て

は
、
自
院
で
も
で
き
る
い
く
つ

か
の
ポ
イ
ン
ト
を
上
げ
、
従
業

員
教
育
の
重
要
性
や
処
分
業

者
・
収
集
運
搬
業
者
に
対
す
る

管
理
責
任
と
、
そ
の
一
環
と
し

て
の
定
期
調
査
の
必
要
性
と

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
、
処
理
業

者
へ
の
行
政
指
導
な
ど
運
営
状

況
に
関
わ
る
会
社
情
報
の
収
集

な
ど
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
解

説
し
た
。

　
参
加
者
か
ら
は
、「
適
正
価

格
と
い
う
も
の
が
わ
か
ら
な

い
」「
業
者
に
よ
る
価
格
の
設
定

幅
が
不
可
解
。
問
題
が
あ
っ
た

業
者
情
報
は
ど
こ
に
聞
け
ば
よ

い
の
か
」「
最
終
処
分
場
の
立
ち

トータル管理でコスト削減を

入
り
で
写
真
だ
け
は
取
る
が
、

何
を
ど
う
み
る
の
か
わ
か
ら
な

い
」
等
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

　
協
会
は
、
ア
ミ
ス
と
協
力
し

て
複
雑
で
手
間
の
か
か
る
医
療

廃
棄
物
処
理
業
務
の
サ
ポ
ー
ト

事
業
を
行
う
。
専
門
の
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
業
者
に
よ

る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
か
ら
コ
ス
ト
削
減

ま
で
の
ト
ー
タ
ル
な

廃
棄
物
管
理
で
、
コ

ス
ト
分
析
、
廃
棄
処

理
の
適
正
確
認
、
院

内
処
理
の
合
理
化
な

ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

場
合
に
よ
っ
て
は
業

者
の
切
り
替
え
な
ど

の
お
手
伝
い
も
行

う
。
こ
れ
ま
で
の
実

績
で
は
、
大
き
な
コ

トータル管理でコスト削減を

手間のかかる医療廃棄物処理

ス
ト
削
減
、
安
心
で
き
る
処
理

に
い
た
り
、
喜
ば
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
い
よ
う
だ
。
コ
ス
ト
の
診

断
・
相
談
は
無
料
な
の
で
、
ご

希
望
の
会
員
は
協
会
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
い
た
だ
き
た
い
。

サポートします！

1
月
の

　 

無
料
相
談
日

　
専
門
家
が
無
料
で
ご
相
談
に

応
じ
ま
す（
30
分
間
）。
協
会
事

務
局
へ
お
申
込
み
下
さ
い
。

◆
税
理
士

　
1
月
23
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
藤
田
税
理
士

◆
建
築
士

　
1
月
9
日（
水
）午
後
2
時
〜

　
担
当
＝
竹
内
建
築
士

◆
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ナ
ー

　
1
月
17
日（
木
）午
後
1
時
〜

　
担
当
＝
三
井
生
命
の
Ｆ
Ｃ

◆
雇
用
管
理

　
1
月
17
日（
木
）午
後
2
時
〜

　

 

担
当
＝
河
原
社
会
保
険
労
務
士

※
法
律
相
談
は
随
時

フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

基金
国保

８日
（火）

９日
（水）

10日
（木）

○ ○ ◎

労災
10日
（木）
◎

1月のレセプト受取・締切

※ ○は受付窓口設置日
　◎は締切日
受付時間：
基金 午前９時～午後５時30分
国保 午前８時30分～午後５時15分
労災 午前９時～午後５時 

主な取扱分野

法律全般（特に医療に関わる法律問題全般）

コメント

　京都府保険医協会の顧問弁護士として約40年間、協会の法律問

題全般を責任持って担当処理してきました。

莇　立明 弁護士
京都中央法律事務所

京都弁護士会所属

弁護士歴　約50年　

江頭 節子 弁護士
京都中央法律事務所

京都弁護士会所属

2001年に弁護士登録

松尾 美幸 弁護士
京都中央法律事務所

京都弁護士会所属

2005年に弁護士登録

主な取扱分野

法律問題全般

コメント

　京都府保険医協会の顧問事務所所属弁護士として、所長と共に

医療訴訟、厚生局の監査・個別指導といった医療事件のほか、離

婚、相続、境界争い、刑事事件等の法律問題全般に取り組んでお

ります。事件の種類に関わらずお気軽にご相談下さい。

主な取扱分野

医療紛争（医療機関側）、一般民事（債務整理、損害賠償請求、契約

関係、交通事故、他）、労使関係（解雇、賃金、パワハラ等）、家事

（離婚、相続等）、女性の人権（ＤＶ、セクハラ、性被害等）、外国人

の権利（在留資格等）

コメント

　依頼人の訴えに耳を傾け、最善の解決を目指し、依頼人と二人

三脚で紛争解決に日々臨んでおります。

協会協力弁護士のご紹介 ④　〈法律相談のお申込みは協会まで〉

協会はこの度、会員のあらゆるご相談に応じられるよう弁護士の体制を強化しました。
ご紹介した方々全員のプロフィール等もう一度見たい方は協会までご連絡下さい。

協会顧問弁護士事務所

　
平
成
22
年
4
月
16
日
、
金
曜

日
。
京
丹
後
市
立
○
○
小
学
校

に
体
格
検
査
へ
行
く
。
休
院
中

だ
が
淋
し
い
の
で
校
医
は
続
け

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
今

年
度
は
今
日
が
初
め
て
で
あ

る
。
京
都
、
奈
良
へ
修
学
旅
行

が
あ
る
の
で
、
6
年
生
を
早
々

に
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
3
ク
ラ

ス
、
87
人
。
1
人
病
欠
な
の
で

86
人
。
少
年
た
ち
に
会
う
の
は

嬉
し
か
っ
た
。
検
査
は
例
年
通

り
同
じ
こ
と
を
す
る
の
だ
が
、

ひ
と
き
わ
目
立
っ
て
大
き
い
男

の
生
徒
が
い
た
。
身
長
1
5
8

セ
ン
チ
、
体
重
58
キ
ロ
、
中
肉

中
背
の
男
性
教
諭
が
横
に
立
っ

て
い
て
、「
も
う
間
も
な
く
、

ぼ
く
を
追
い
越
す
で
し
ょ
う
ね

え
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。
ア
ト

ピ
ー
性
皮
膚
炎
、
肘
関
節
内
面

の
み
で
い
ず
れ
も
軽
症
が
20

人
、
喘
息
薬
服
用
中
が
3
人
。

い
ず
れ
も
修
学
旅
行
に
は
薬
品

を
持
参
す
る
と
の
言
。
一
年
生

の
時
、
川
崎
病
に
罹
患
し
今
で

も
年
に
1
回
心
臓
検
査
を
受
け

て
い
る
生
徒
が
1
人
。
さ
ら
に

も
う
1
人
、
慢
性
骨
髄
性
白
血

病
に
て
京
大
小
児
科
受
診
中
。

現
在
元
気
そ
う
で
聴
診
器
を
当

て
る
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
何
の

所
見
も
な
い
。
前
に
一
度
書
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
大
宮
町
内

の
開
業
医
が
2
人
き
り
に
な

り
、
先
輩
に
中
学
、
ぼ
く
が
小

学
校
を
引
き
受
け
た
。
あ
の
時

は
若
か
っ
た
と
い
え
ば
そ
れ
ま

で
だ
が
、
4
・
5
・
6
月
は
走

り
廻
っ
た
。

　
現
在
養
護
の
女
性
教
員
も
古

い
馴
染
み
に
な
っ
た
。
て
き
ぱ

き
上
手
に
仕
事
を
組
み
立
て
て

下
さ
る
。
聞
い
て
み
た
。
学
校

保
健
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
苦
情

を
述
べ
ら
れ
る
人
が
あ
る
か
ど

う
か
。
教
員
は
少
し
た
め
ら
っ

て
答
え
た
。「
現
場
に
来
校
さ

れ
る
方
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
電

話
で
い
ろ
い
ろ
意
見
を
お
っ

し
ゃ
る
方
は
あ
り
ま
す
」

　
校
長
は
丁
寧
だ
っ
た
。
現
場

の
保
健
室
に
顔
を
出
さ
れ
、
帰

り
は
玄
関
ま
で
送
っ
て
下
さ
っ

た
。
校
長
の
顔
を
見
て
、
ま
た

思
い
出
し
た
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
流
行
の
と
き
、
秋
祭
と
生
徒

た
ち
の
扱
い
。
伝
統
太
刀
振

り
、
太
鼓
た
た
き
の
練
習
と
本

番
の
兼
ね
合
い
等
々
苦
労
さ
れ

た
こ
と
と
思
う
。

　
こ
こ
で
ま
た
父
の
こ
と
を
思

い
起
こ
す
。
父
も
口
大
野
小
学

校
の
校
医
を
し
て
い
た
。
入
学

式
、
卒
業
式
に
は
必
ず
顔
を
出

し
た
。
父
の
体
格
検
査
は
嫌

だ
っ
た
。
父
の
前
に
立
っ
て
お

辞
儀
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
同
級

生
た
ち
が
に
や
に
や
し
て
い

る
。
ぼ
く
の
小
学
校
在
学
中
に

何
事
か
知
ら
な
い
が
、
父
が
校

長
と
衝
突
し
た
。
父
は
学
校
に

行
か
ず
、
毎
日
何
人
か
数
を
き

め
て
生
徒
を
来
院
さ
せ
、
谷
口

医
院
で
生
徒
を
診
察
し
た
。
母

が
父
に
言
っ
た
。
謙
も
在
学
中

だ
し
、
い
い
位
で
我
流
を
止
め

な
さ
い
よ
。
謙
が
学
校
で
苛
め

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
ん

な
発
言
だ
っ
た
と
思
う
。
ぼ
く

は
母
の
袖
の
下
を
握
っ
て
父
の

顔
色
を
窺
っ
て
い
た
。

　
ぼ
く
も
ま
た
口
大
野
小
学
校

の
校
医
に
な
り
、
3
人
の
子
ど

も
た
ち
の
体
格
検
査
を
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
皆
嫌
が
っ
て
い

た
。
ぼ
く
は
父
の
よ
う
な
権
威

が
な
か
っ
た
。
ま
た
思
い
出
し

た
。
父
の
嫌
が
っ
た
校
長
の
息

子
さ
ん
は
宮
津
中
学
で
2
級
上

だ
っ
た
。
学
校
で
た
だ
1
人
の

棒
高
跳
び
の
選
手
だ
っ
た
が
、

最
近
死
亡
さ
れ
た
よ
う
だ
。
家

の
玄
関
に
は
「
学
習
塾
」
の
看

板
が
か
か
っ
て
い
た
。

体 

格 

検 

査

谷口　謙（北丹） 　  ＜27＞

ポ
イ
ン
ト
の
解
説
に

耳
を
傾
け
る
参
加
者

日　時 １月27日（日） 午後２時～５時
場　所 京都府保険医協会・会議室
参加費 会員：無料、非会員：2,000円
先輩開業医から学ぶ、開業準備のチェックポイント

株式会社日本医業総研シニアマネジャー
　田中 徳一 氏

先輩開業医からのアドバイス
いしだクリニック院長　石田 敏博 氏

共　催 有限会社アミス　　定　員　30人
　※ 当日ご参加いただいた方には『診療所開業　プロの技

に学べ！』㈱日本医業総研編著を１冊進呈いたします。

お申し込みは協会事務局まで　FAX：075-212-0707

開業に必要な情報が盛りだくさんの講習会です！！

日　時 １月27日（日） 午後２時～５時
新規開業予定者のための講習会
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